
 

 記者発表資料（３）                      福 島 市  
 

令和５年１月５日 

 

「福島市地域公共交通計画」ほか２計画 
～パブリック・コメント実施～ 

 

施策等に関する下記計画の素案について、市民の多様な意見を十分考慮した上で最終的

に決定するためのパブリック・コメントを実施します。 
 

記 

１．パブリック・コメント対象案件 ※各計画の内容、特徴等については別紙のとおり 
№ 計画・プラン名 担当課 

1 
福島市地域公共交通計画 

～誰もが移動しやすいまちを目指して～ 
交通政策課 

2 
福島市バリアフリー基本構想（中心市街地、飯坂温泉地区） 

～誰にでもやさしいまちを目指して～ 
交通政策課 

3 
福島市都市計画道路見直し案 

～効率的な道路整備を目指して～ 
都市計画課 

２．意見の提出期間 

令和５年１月５日（木）～２月６日（月） 

３．素案の閲覧方法 

①市ホームページ 

②閲覧場所／各担当課、広聴広報課、市民情報室、各支所・出張所、各学習センター、

市民活動サポートセンター、西口行政サービスコーナー、アクティブシニ

アセンター・アオウゼ、こむこむ館、市立図書館、男女共同参画センター 

 

４．意見の提出方法 

  ①市ホームページから専用フォームで 

②上記素案の閲覧場所に備え付けの用紙に必要事項を記入し、持参か専用の封筒で郵送 

またはファクスで 

５．意見を提出できる方 

①本市に住所を有する方  

②本市に事務所又は事業所を有する方 

③本市に存する事務所又は事業所に勤務する方 

④本市に存する学校に在学する方 

⑤その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する方 

６．その他 

  いただいたご意見とそれに対する市の考え方については後日公表いたします。 

担当：広聴広報課 

課長 清野 主任 松川 

電話 024-563-7488（直通） 

cho 



№ １ 
令和５年１月５日 

  

福島市地域公共交通計画 

～誰もが移動しやすいまちを目指して～ 

 都市政策 部    交通政策 課  

目指す姿 
人・まちをつなぎ、にぎわいを運ぶ、未来へとつながる公
共交通体系の確立し、誰もが移動しやすいまちを目指し
ます。 

計画の期間 令和５年度 ～ 令和９年度（５年間） 

ポイント 

１ 誰もが利用しやすく、地域の暮らしを支える公共交通の構築 

・自家用車に過度に頼らなくても日常生活に不自由が無いよう、利便性向上やわか

りやすい情報提供等により持続的な公共交通サービスを維持・確保 

・鉄道駅やバス停留所から一定の距離があり公共交通機関を利用しにくい地域にお

いては、通院や買い物などの暮らしを支える移動手段を市民共創で検討 

 

２ 都市の交流・活力・魅力向上に資する公共交通の構築 

・コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりに資する公共交通網の維持・強

化と来訪者が迷わずに利用できる情報の提供、環境の整備 

・都市のにぎわい創出につながる施策と交通政策を連動

させながら、移動自体が目的となるようなワクワク感

のある移動手段を提供 

 

３ 安全安心で持続可能な公共交通の構築 

・激甚化・頻発化する自然災害に対して、計画的な施設の修繕や安全対策により災

害に強い輸送体制を構築 

・交通事業者と行政が連携したバリアフリー化の推進及びゼロカーボンシティの実

現に向けた低環境負荷車両の導入検討 

 

意見提出期間 令和５年１月５日 ～ 令和５年２月６日 

備  考  

 
担当：交通政策課 交通政策係 

課長 宍戸 係長 菅野 

電話 024-525-3762（直通） 



№ ２ 
令和５年１月５日 

  

福島市バリアフリー基本構想（中心市街地、飯坂温泉地区） 

～誰にでもやさしいまちを目指して～ 

 都市政策 部     交通政策 課  

 健康福祉 部   共生社会推進 課  

 

目指す姿 
高齢者、障がい者等が利用する施設、経路のバリアフリ
ー化を推進し、誰にでもやさしいまちを目指します。 

計画の期間 令和５年度 ～ 令和９年度（５年間） 

ポイント 

１ まち歩き点検による当事者目線のバリアフリー化を推進 

・高齢者、障がい者団体等と中心市街地、飯坂温泉地区のまち

歩き点検や意見交換会を実施、当事者目線のバリアフリー化

を推進 

・まち歩き点検では、高齢者、障がい者等がよく利用する施設   

のほか、移動の円滑化を図るため、路線バス、電車に乗車し  

移動時のバリアフリー状況も確認 

 

２ 国、県、交通事業者等と連携したバリアフリー化を推進 

・市関係各課のみならず、国、県、交通事業者等もまち歩き点検に参加し課題を共

有、関係機関が連携したバリアフリー化を推進 

・バリアフリー事業は毎年の進捗管理を行い、各機関の適切な役割分担のもと効果

的な取組を実施 

 

３ ハード・ソフト一体となったバリアフリー化を推進 

・様々な心身の特性や考え方を持つ方々が、相互に理解を深めるため、心のバリア

フリーに繋がる事業に取組み、ハード事業と一体となったソフト面のバリアフ

リー化も推進 

・障がい当事者等の意見を踏まえ、統一的でわかりやすい案内表示をするためガイ

ドラインの作成を検討 

 

意見提出期間 令和５年１月５日 ～ 令和５年２月６日 

備  考  

 
担当：交通政策課 交通政策係 

課長 宍戸 係長 菅野 

電話 024-525-3762（直通） 



№ ３ 
令和５年１月５日 

  

福島市都市計画道路見直し案 

～効率的な道路整備を目指して～ 

 都市政策部    都市計画課  

目指す姿 
福島市の将来にわたる有効な道路網の再構築を行い、効
率的な道路整備を目指します 

ポイント 

 評価方法 

長期間未着手となっている都市計画道路を路線（区間）毎に定性的評価（「実

現性」「必要性」「代替性」）と定量的評価（将来交通量推計による交通処理機能）

の２面性から総合的に評価を行います。 

 

 福島市の都市計画道路 

福島市の都市計画道路は、令和４年４月１日現在、７３路線延長約２１７ｋｍ

を都市計画決定しています。 

   【内訳】 

整備済み路線  ３８路線 延長約１３２ｋｍ  (整備率約６０．４％)  

事業中路線   １１路線 延長約 ２９ｋｍ 

長期未着手路線 ２９路線 延長約 ５５ｋｍ  ※見直し対象路線 

 

 見直しの結果 

総合的な評価の結果、以下のとおりとなります。 

現在 長期未着手都市計画道路 ２９路線   延長約５５㎞ 

存続    １９路線  延長約 ２７㎞ 

変更      ４路線  延長約   ３㎞ 

廃止    １９路線  延長約 ２５㎞ 

      ※路線重複を含む 

 見直し後の効果 

・存続及び変更路線を今後整備することにより道路ネットワークとして連続性

の確保と交通混雑の解消が図れる。 

・今後整備する都市計画道路整備費が約４０％削減され、期間の短縮も図れる。 

 

意見提出期間 令和５年１月５日 ～ 令和５年２月６日 

 
担当：都市計画課 都市計画係 

課長 森口 係長 大波 

電話 024-525-3761（直通） 


